
 

 

 
税制改正に伴い、平成２３年分の所得税及び平成２４年度分の個人市･府民税から扶養控除が廃止･縮小されます。 

 

① １５歳までの扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除(３３万円)が廃止されます。 

扶養控除の対象は１６歳以上の扶養親族となります。(平成８年１月１日以前生まれの方) 

② 特定扶養親族のうち１６歳から１８歳までの扶養控除の上乗せ部分(１２万円)が廃止され、 

一般の扶養控除(３３万円)となります。 

特定扶養控除の対象は１９歳から２２歳までの扶養親族となります。(昭和６４年１月２日～平成５年１月１日生まれの方) 

③ 同居の特別障がい者への控除額の加算措置が改められます。 
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に控除

額(２３万円)を加算する措置が、特別障がい者控除の額に加算する措置に改められます。  

 
◆１５歳までの扶養親族(年少扶養親族)の障がい者控除は、引き続き控除対象となります。 

◆１５歳までの扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除は廃止されますが、個人市･府民税の非課税限度額の算定等は、 

引き続き年少扶養親族の人数を含めて算定します。 

 
 

 

【個人市･府民税と所得税の改正内容】 

 

【年齢別の扶養控除の概要】 
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～扶養控除の申告にあたってのご注意～ 

１５歳までの年少扶養親族の扶養控除は廃止されますが、個人市･府民税の非課税限度額の算定等については、  

これまでどおり年少扶養親族の人数を含めて算定するため、申告の際には次の点にご注意ください。 

■市民税･府民税申告書を提出する場合(所得税の確定申告書に必要事項を記入して提出した場合は丌要) 
 申告書の様式が変更され、表面左下に「１６歳未満の扶養親族」欄が新たに設けられていますので、１５歳までの   

扶養親族がいる場合は必ず記入してください。(扶養控除の記載欄に記入しないようご注意ください。) 

■所得税の確定申告書を提出する場合 

 確定申告書の様式が変更され、第２表下の「住民税に関する事項」欄に「１６歳未満の扶養親族」欄が新たに設けられ

ていますので、１５歳までの扶養親族がいる場合は必ず記入してください。 

■給与収入(所得)のある方で年末調整を受けた場合 
源泉徴収票の様式が変更され、左下に「１６歳未満の扶養親族」欄が新たに設けられています。 

お持ちの源泉徴収票の記載内容に相違がないことをご確認ください。(相違がある場合は勤務先にお申出ください。)  

区分 
個人市･府民税（平成２４年度から） 所得税（平成２３年分から） 

改正前 改正後 改正前 改正後 

扶養控除 
１５歳まで ３３万円 - ３８万円 - 

１６歳から１８歳まで ４５万円 ３３万円 ６３万円 ３８万円 

同居特別障がい者加算の特例措置 扶養控除に加算 特別障がい者控除に加算 扶養控除に加算 特別障がい者控除に加算 

  加算額 ２３万円 ３５万円 

扶  養  控  除  の  見  直  し  の  概  要 
(年少扶養親族の扶養控除の廃止･特定扶養親族の扶養控除の縮小) 



 

■所得税の確定申告をされる方 

確定申告書 第２表下の「住民税に関する事項」欄の「16 歳未満の扶養親族」欄に氏名等を記載してください。 

（注１）記載がない場合、個人市･府民税において非課税限度額の算定等に含まれませんのでご注意ください。 

（注２）所得税の確定申告書に記載された場合は、個人市･府民税の申告書の提出は丌要です。 

■個人市･府民税の申告をされる方(所得税が非課税の場合など) 

市民税･府民税申告書 表面左下の「16 歳未満の扶養親族」欄に氏名・生年月日を記載してください。 

 

 

 

次の扶養親族がいる場合の記載例 

 

①17 歳の子･･･一般扶養親族 

   

②14 歳の子･･･年少扶養親族 

   

給不所得者で年末調整を受けた場合は、 

右のとおり記載されます。 

※相違がある場合は勤務先にお申出ください。 
 

 

 

 

所得税の確定申告書の記載例          市民税･府民税申告書の記載例 
 

 

 

 

 

申告書記載例 

確定申告書Ａ  

 

 
 

第２表 下段 

第２表 下段  

申告書 表面左下  

申 告 書 の 記 載 方 法 

 

 

 この欄には 16歳以上の扶養親族 

 の氏名等を記載してください。 
 (16歳～18歳の扶養控除額は 33 万円です) 

 

確定申告書 B 


